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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
に
お
け
る
入
院
規
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

緊
急
時
避
難
準
備
区
域
内
に
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
及
び
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
事
故

（
以
下
「
原
子
力
発
電
所
事
故
」
と
い
う
。
）
の
発
生
前
か
ら
、
南
相
馬
市
に
五
病
院
、
双
葉
郡
広
野
町
に
一
病
院
が
存
在

し
て
い
る
が
、
原
子
力
発
電
所
事
故
の
発
生
前
の
こ
れ
ら
の
病
院
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
承
知
し
て
い
な

い
。
原
子
力
発
電
所
事
故
の
発
生
後
、
南
相
馬
市
の
五
病
院
は
、
当
初
、
一
時
的
に
入
院
患
者
の
受
入
れ
を
中
止
し
て
い
た

が
、
そ
の
う
ち
の
四
病
院
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
中
旬
以
降
、
入
院
患
者
の
受
入
れ
を
段
階
的
に
再
開
し
、
同
年
七
月
十

九
日
現
在
、
合
計
で
八
十
四
人
の
入
院
患
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
残
り
の
一
病
院
は
、
同
日
現

在
、
入
院
患
者
の
受
入
れ
中
止
を
継
続
中
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
双
葉
郡
広
野
町
の
病
院
は
、
原
子
力
発
電
所
事
故
の

発
生
後
も
、
入
院
患
者
の
受
入
れ
を
中
止
す
る
こ
と
な
く
継
続
し
、
同
日
現
在
、
五
十
八
人
の
入
院
患
者
を
受
け
入
れ
て
い

る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
状
況
が
安
定
し
な
い
た
め
、
緊
急
時
避
難
準

一



備
区
域
内
の
居
住
者
等
に
対
し
、
常
に
緊
急
時
に
避
難
の
た
め
の
立
ち
退
き
又
は
屋
内
へ
の
退
避
が
可
能
な
準
備
を
行
う
こ

と
、
特
に
子
供
、
妊
婦
、
要
介
護
者
、
入
院
患
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
内
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
周
知
す

る
よ
う
福
島
県
及
び
関
係
市
町
村
に
対
し
て
指
示
し
て
い
る
が
、
同
県
に
お
い
て
は
、
当
該
区
域
内
の
居
住
者
等
が
救
急
医

療
を
必
要
と
す
る
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
患
者
が
必
要
な
医

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
南
相
馬
市
及
び
同
市
の
五
病
院
と
調
整
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
中
旬
以
降
、
同
市
の

四
病
院
に
お
い
て
、
段
階
的
に
入
院
患
者
の
受
入
れ
を
再
開
し
、
同
年
七
月
十
九
日
現
在
、
合
計
で
八
十
四
人
の
入
院
患
者

を
受
け
入
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
地
域
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
原
子
力
発
電
所
事
故
を
含
め
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
経
営

状
況
が
悪
化
し
て
い
る
医
療
機
関
等
を
支
援
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
が
行
う
医
療
貸
付
に
つ
い
て
、
平

成
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
長
期
運
転
資
金
に
つ
い
て
無
利
子
期
間
の
創
設
、
貸
付
限
度
額
の
引
上
げ
、

据
置
期
間
の
延
長
、
融
資
率
の
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
予
算
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
三
年

度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
、
既
往
債
務
に
係
る
返
済
猶
予
、
償
還
期
間
の
延
長
及
び
貸
付
条
件
の
緩
和
の
措
置
を
講
ず

二



る
た
め
に
必
要
な
予
算
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
内
の
病
院
に
お
け
る
入
院
患
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
条
件

を
お
示
し
し
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
御
指
摘
の
目
標
時
期
も
設
定
し
て
い
な
い
。

緊
急
時
避
難
準
備
区
域
内
の
病
院
に
お
け
る
入
院
患
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
福
島
県
に
お
い
て
、
当

該
区
域
内
の
居
住
者
等
の
状
況
、
病
院
ご
と
の
入
院
患
者
の
受
入
れ
に
対
応
す
る
医
師
等
の
確
保
の
状
況
、
緊
急
時
の
入
院

患
者
の
搬
送
体
制
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
関
係
市
町
村
及
び
各
病
院
と
調
整
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し

て
も
、
引
き
続
き
、
福
島
県
等
か
ら
の
照
会
に
対
し
て
適
切
に
助
言
を
行
う
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三


